
事例：商標調査

　企業Aが弁理士に、商品「パソコン」について商標「ABC」
を使用したいため、それが商標登録されているか、調査を
依頼した。

　調査の結果、その商標と紛らわしい範囲の商標は登録されて
いなかった。

　さて企業Aは、その調査結果「のみ」で安心してその商標を
使用できるか？

問題

解答
「安心できない」
理由：その調査の後で他人が商標登録する可能性あり。

どうすれば安心できるか？
→企業Aがその商標権を取得するしかない。
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